
資料１－１　　　藤枝市災害対策本部組織図（令和７年度）
令和7年4月1日

（ 秘 書 課 長 ）
( 副 部 長 ： 市 理 事 ）

契 約 検 査 課 班 （ 契 約 検 査 課 長 ）

企 画 政 策 課 班 （ 企 画 政 策 課 長 ）

広 域 連 携 課 班 （ 広 域 連 携 課 長 ）
広 報 課 班 （ 広 報 課 長 兼 報 道 監 ）
情 報 デ ジ タ ル 推 進 課 班 （情報デジタル推進課長）

旧 市 街 地 活 性 化 推 進 課 （旧市街地活性化推進課長）

部   長 班 班　　　長

危 機 管 理 監 大 規 模 災 害 対 策 課 班 （ 大 規 模 災 害 対 策 課 長 ）
地 域 防 災 課 班 （ 地 域 防 災 課 長 ）
総 務 課 班 （ 総 務 課 長 ）

総 務 部
人 事 課 班 （ 人 事 課 長 ）

（ 部 長 ： 総 務 部 長 ）
秘 書 課 班

財 政 課 班 （ 財 政 課 長 ）
課 税 課 班 （ 課 税 課 長 ）

財 政 経 営 部
納 税 課 班 （ 納 税 課 長 ）

（部長：財政経営部長）
資 産 管 理 班

地 区 交 流 セ ン タ ー 班 （ 地 区 交 流 セ ン タ ー 長 ）
交通安全・地域安全課班 （交通安全・地域安全課長）

市 民 協 働 部 市 民 相 談 セ ン タ ー 班 （市民相談センター所長）

（ 資 産 管 理 課 長 ）（副部長：会計管理者）
出 納 室 班 （ 出 納 室 長 ）

協 働 政 策 課 班 （ 協 働 政 策 課 長 ）

岡 部 支 所 班 （ 岡 部 支 所 長 ）

観 光 交 流 政 策 課 班 （ 観 光 交 流 政 策 課 長 ）
ス ポ ー ツ 振 興 課 班 （ ス ポ ー ツ 振 興 課 長 ）

（部長：市民協働部長） 市 民 課 班 （ 市 民 課 長 ）
男女共同参画・多文化共生課班 （男女共同参画・多文化共生課長）

本部長 副本部長
街 道 ・ 文 化 課 班 （ 街 道 ・ 文 化 課 長 ）
文 化 財 課 班 （ 文 化 財 課 長 ）
中山間地域活性化推進課班 （中山間地域活性化推進課長）

（部長：スポーツ文化観光部長）

ス ポ ー ツ 文 化 観 光 部

介 護 福 祉 課 班 （ 介 護 福 祉 課 長 ）
地 域 包 括 ケ ア 推 進 課 班 （地域包括ケア推進課長）

障 害 福 祉 課 班 （ 障 害 福 祉 課 長 ）

（副市長）
福 祉 政 策 課 班 （ 福 祉 政 策 課 長 ）

（市　長）

（副部長：こども未来応援局長）
こども発達支援センター班 （こども発達支援センター長）

国 保 年 金 課 班 （ 国 保 年 金 課 長 ）
健 康 福 祉 部

こ ど も 課 班 （ こ ど も 課 長 ）（部長：健康福祉部長）
こ ど も ・ 若 者 支 援 課 班 （こども・若者支援課長）

健 康 推 進 課 班 （ 健 康 推 進 課 長 ）
感 染 症 対 策 課 班 （ 感 染 症 対 策 課 長 ）

災害対策関係機関 （副部長：健やか推進局長）
健 康 企 画 課 班 （ 健 康 企 画 課 長 ）

企 業 立 地 戦 略 課 班 （ 企 業 立 地 戦 略 課 長 ）
産 業 振 興 部 農 業 振 興 課 班 （ 農 業 振 興 課 長 ）
（部長：産業振興部長） 農 林 基 盤 整 備 課 班 （ 農 林 基 盤 整 備 課 長 ）

産 業 政 策 課 班 （ 産 業 政 策 課 長 ）

住 ま い 戦 略 課 班 （ 住 ま い 戦 略 課 長 ）
地 域 交 通 課 班 （ 地 域 交 通 課 長 ）
中心市街地活性化推進課班 （中心市街地活性化推進課長）

商 業 振 興 課 班 （ 商 業 振 興 課 長 ）

都 市 政 策 課 班 （ 都 市 政 策 課 長 ）

（ 道 路 課 長 ）
河 川 課 班 （ 河 川 課 長 ）

建 築 住 宅 課 班 （ 建 築 住 宅 課 長 ）
都 市 建 設 部

花 と 緑 の 課 班 （ 花 と 緑 の 課 長 ）
（部長：都市建設部長）

建 設 管 理 課 班 （ 建 設 管 理 課 長 ）
（副部長：基盤整備局長）

道 路 課 班

上 水 道 課 班 （ 上 水 道 課 長 ）
環 境 水 道 部

環 境 政 策 課 班 （ 環 境 政 策 課 長 ）
生 活 環 境 課 班 （ 生 活 環 境 課 長 ）

学 校 給 食 課 班 （ 学 校 給 食 課 長 ）
教 育 部

生 涯 学 習 課 班 （ 生 涯 学 習 課 長 ）
（ 部 長 ： 教 育 部 長 ）

図 書 課 班 （ 図 書 課 長 ）

ふ る さ と 創 生 支 援 室 班 （ふるさと創生支援室班）
企 画 創 生 部
（部長：企画創生部長）
（副部長：広域連携担当理事）

事 務 部 市 立 病 院 班 （ 病 院 総 務 課 長 ）
（ 部 長 ： 事 務 部 長 ）

（部長：議会事務局長）

監 査 委 員 事 務 局 監 査 委 員 事 務 局 班 （ 監 査 委 員 事 務 局 主 幹 ）
（部長 ： 監査委員事務局長）

教 育 政 策 課 班 （ 教 育 政 策 課 長 ）

下 水 道 課 班 （ 下 水 道 課 長 ）

議 会 事 務 局 議 会 事 務 局 班 （ 議 会 事 務 局 次 長 ）

クリーンセンター推進課班 （クリーンセンター推進課長）
(部長：環境水道部長）
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【総務部】

部長 班（班長） 事務分掌

危機管理監 大規模災害対策課班 １．災害対策本部の設置及び運営に関すること

（大規模災害対策課長） ２．本部会議に関すること

地域防災課班 ３．被災地災害対策本部の設置及び運営に関すること

（地域防災課長） ４．本部長の命令指示等の伝達に関すること

(初動体制要員を含む) ５．県との連絡調整に関すること

６．被害情報及び被害報告の取りまとめに関すること

７．指定避難所の設置に関すること

８．地震情報、気象情報の授受及び通報に関すること

９．防災関係機関との連絡調整に関すること

10．自衛隊出動要請及び受入れに関すること

11．各地区防災拠点との連絡調整に関すること

12．防災行政無線等の管理、運営に関すること

13．被災者支援システムに関すること

14．各部との連絡調整に関すること

総務部長 総務課班 １．危機管理センターの応援に関すること

（総務課長） ２．災害関係議案に関すること

副部長 ３．緊急文書の印刷に関すること

市理事 ４．各部との連絡調整に関すること

５．部内各班との連絡調整に関すること

人事課班 １．災害時の人員の動員及び整備に関すること

（人事課長） ２．職員の非常招集調整に関すること

人財育成室含む ３．出動職員の勤務及び食料に関すること

４．職員の健康保持に関すること

５．職員及びその家族の安否確認、職員の住宅の被害状況確

　　認並びに対策に関すること

６．職員の派遣及び受入れに関すること

７．部内各班の応援に関すること

秘書課班 １．本部長、副本部長（副市長）の秘書に関すること

（秘書課長） ２．被災箇所の視察及びお見舞並びに陳情等に関すること

３．部内各班の応援に関すること

契約検査課班 １．各班の土木及び協定締結団体への要請、調整に関すること

（契約検査課長） ２．各班の作業用機器等の要請に対する調整に関すること

３．物品調達に関すること

４．部内各班の応援に関すること

資料１－２　藤枝市災害対策本部各部・課班の所掌事務
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部長 班（班長） 事務分掌

企画創生部長 企画政策課班 １．県、他市町村、公的関係機関、民間団体等への応援要請

・ふるさと創生推進室班 　　及び連絡調整に関すること

副部長 （企画政策課長） ２．各部との連絡調整に関すること

広域連携担当理事 （ふるさと創生推進室長） ３．部内各班との連絡調整に関すること

広域連携課班 １．友好都市等との連絡調整に関すること

（広域連携課長） ２．受援に関すること

３．企画政策課班の応援に関すること

４．部内各班の応援に関すること

広報課班 １．報道機関等に対する災害情報の連絡及び調整に関すること

（広報課長兼報道監） ２．インターネットを活用した災害情報受発信に関すること

３．広報活動に関すること（在日外国人を含む）

４．災害写真の撮影、収集、記録映画等の作成に関すること

５．記者会見に関すること

６．部内各班の応援に関すること

情報デジタル推進課班 １．情報機器の管理、運営に関すること

（情報デジタル推進課長） ２．被災者支援システムに関すること

３．藤枝市ＧＩＳに関すること

４．部内各班の応援に関すること

【企画創生部】
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部長 班（班長） 事務分掌

財政経営部長 財政課班 １．災害応急対策の予算措置に関すること

（財政課長） ２．災害復旧の予算措置に関すること

３．各部との連絡調整に関すること

副部長 ４．部内各班の応援に関すること

会計管理者 課税課班 １．災害救助法適用基準の調査に関すること

（課税課長） ２．家屋等の被害状況の調査及び情報収集に関すること

３．人的被害の調査及び情報収集に関すること

４．り災者名簿(台帳)の作成及びり災証明に関すること

５．市民の避難状況の調査に関すること

６．災害による市税の免除等に関すること

７．被災者支援システムに関すること

８．部内各班の応援に関すること

納税課班 １．課税課班の応援に関すること

（納税課長） ２．部内各班の応援に関すること

債権回収対策室含む

資産管理課班 １．市庁舎等利用者の避難及び安全確保に関すること

（資産管理課長） ２．市庁舎等施設の被害調査及び応急復旧に関すること

３．市庁舎等施設の停電対策及び電源確保に関すること

４．市有車両の配車に関すること

５．災害時の車両の借上げに関すること

６．災害救助用臨時電話等の設置に関すること

７．部内各班の応援に関すること

出納室班 １．災害経理(義援金の保管を含む)に関すること

（出納室長） ２．部内各班の応援に関すること

【財政経営部】
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部長 班（班長） 事務分掌

市民協働部長 協働政策課班 １．市民の安否情報に関すること

（協働政策課長） ２．自治会等との連絡調整に関すること

３．ふれあい広場利用者の安全に関すること

市民活動団体支援室含む ４．ふれあい広場を避難先としての利用等緊急措置に関すること

５．ふれあい広場の被害調査及び応急復旧に関すること

６．市民活動の支援に関すること

７．帰宅困難者（ＪＲ藤枝駅周辺以外）に関すること

８．各部との連絡調整に関すること

９．被災者支援システムに関すること

10．部内各班との連絡調整に関すること

地区交流センター班 １．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

（地区防災拠点責任者） ２．地区防災拠点としての役割に関すること

３．災害情報の収集に関すること

４．地区自主防災会との連絡調整に関すること

５．指定避難所との連絡に関すること

６．施設の被害調査及び応急復旧に関すること

７．被災者支援システムに関すること

８．災害対策本部との連絡調整に関すること

交通安全・地域安全課班 １．交通規制に関すること

（交通安全・地域安全課班） ２．防犯に関すること

３．協働政策課班の応援に関すること

４．部内各班の応援に関すること

市民相談センター班 １．各種相談窓口の設置に関すること

（市民相談センター所長） ２．市民の問い合わせ、相談に関すること

消費生活センター含む ３．部内各班の応援に関すること

市民課班 １．遺体収容所の開設、管理及び運搬、収容に関すること

（市民課長） ２．災害救助法に基づく埋火葬に関すること

３．被災者支援システムに関すること

４．部内各班の応援に関すること

男女共同参画・多文化共生課班 １．男女共同参画、多文化共生活動団体との調整に関すること
（男女共同参画・多文化共生課

長） ２．女性、外国人に係る諸問題に関すること

３．市民課班の応援に関すること

４．部内各班の応援に関すること

岡部支所班 １．地区自主防災会との連絡調整に関すること

（岡部支所長） ２．指定避難所との連絡に関すること

３．災害情報の収集に関すること

４．地区の防災拠点としての役割に関すること

５．施設の被害調査に関すること

６．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

７．災害対策本部との連絡調整に関すること

【市民協働部】
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部長 班（班長） 事務分掌

スポーツ文化観光部長 観光交流政策課班 １．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

（観光交流政策課長） ２．施設の被害調査及び応急復旧に関すること

３．各部との連絡調整に関すること

４．部内各班との連絡調整に関すること

スポーツ振興課班 １．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

（スポーツ振興課長） ２．施設の被害調査及び応急復旧に関すること

サッカーのまち推進室含む ３．ヘリポート(ヘリベース)に関すること

４．部内各班の応援に関すること

街道・文化課班 １．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

（街道・文化課長） ２．施設の被害調査及び応急復旧に関すること

３．文化財課班の応援に関すること

４．部内各班の応援に関すること

文化財課班 １．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

（文化財課長） ２．文化財の保全及び安全確保に関すること

３．施設の被害調査及び応急復旧に関すること

４．部内各班の応援に関すること

中山間地域活性化推進課班 １．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

（中山間地域活性化推進課長） ２．中山間地域の災害情報収集に関すること

３．地区交流センター班の応援に関すること

４．部内各班の応援に関すること

【スポーツ文化観光部】

-6-



部長 班（班長） 事務分掌

健康福祉部長 福祉政策課班 １．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

（福祉政策課長） ２．避難行動要支援者の避難等に関すること

副部長 ３．日赤及びその他社会福祉団体との連絡並びに協力要請
こども未来応援局長 　　に関すること

４．義援金の受入れ及び配分に関すること

副部長 ５．応急仮設住宅の入居に関すること

健やか推進局長 ６．災害救助法の適用及び実施に関すること

７．被災者生活再建支援金の支給に関すること

８．行路死人に関すること

９．り災者に対する衣料、生活必需品、その他物資の調達

　　配分に関すること

10．被災者支援システムに関すること

11．各部との連絡調整に関すること

12．部内各班との連絡調整に関すること

障害福祉課班 １．救援物資の受入れ及び配分に関すること

（障害福祉課長） ２．施設の被害調査及び応急復旧に関すること

３．被災者支援システムに関すること

４．福祉政策課班の応援に関すること

５．部内各班との連絡調整に関すること

介護福祉課班 １．ボランティア本部の設置、受入れ及び調整に関すること

（介護福祉課長） ２．常時介護を必要とする者の救護対策に関すること

３．寝たきり老人等の避難者の受入れに関すること

４．社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関すること

５．被災者支援システムに関すること

６．部内各班の応援に関すること

地域包括ケア推進課班 １．在宅医療、在宅介護世帯等の救護支援に関すること

（地域包括ケア推進課長） ２．介護福祉課班の応援に関すること

３．部内各班の応援に関すること

国保年金課班 １．市民からの要請の処理に関すること

（国保年金課長） ２．市民課班の応援に関すること

３．部内各班の応援に関すること

こども課班 １．保育園施設における園児の避難及び安全確保に関すること

（こども課長） ２．保育園施設の被害調査及び応急復旧に関すること

３．臨時保育園等の開設に関すること

４．私立保育園との連絡調整に関すること

５．れんげじスマイルホール施設利用者の避難及び安全確保に関すること

６．幼稚園の被害調査及び指導に関すること

７．部内各班の応援に関すること

こども・若者支援課班 １．り災児童、母子世帯の援護支援に関すること
（こども・若者支援課長） ２．こども課班の応援に関すること

３．部内各班の応援に関すること

こども発達支援センター班 １．児童発達支援施設の被害調査及び応急復旧に関すること

２．こども課班の応援に関すること
（こども発達支援センター所長） ３．部内各班の応援に関すること

健康企画課班 １．医療救護本部及び主要救護所又は臨時救護所の運営に関すること

（健康企画課長） ２．災害対策本部等との連絡調整に関すること

３．市立病院との連絡調整に関すること

健康推進課班 １．医療救護本部の設置、主要救護所又は臨時救護所の立ち上げ及び運営に

（健康推進課長） 　　関すること

２．り災者の医療、救護に関すること

３．救護体制の確保に関すること(医師会等への要請含む)

４．救急医療品及び衛生資材の調達に関すること

５．災害対策本部等との連絡調整に関すること

感染症対策課班 １．感染症の予防、防疫及び健康保持に関すること

（感染症対策課長） ２．健康推進課班の応援に関すること

３．部内各班の応援に関すること

【監査委員事務局】
部長 班(班長) 事務分掌

監査委員 監査委員事務局班 １．介護福祉課班の応援に関すること

事務局長 （監査委員事務局主幹） ２．健康福祉部内各班の応援に関すること

【健康福祉部】
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部長 班（班長） 事務分掌

産業振興部長 産業政策課班 １．企業の被害状況調査及び取りまとめに関すること

（産業政策課長） ２．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

３．中小企業に対する災害融資に関すること

創業支援室含む ４．産学官連携推進センター施設利用者の避難及び安全確保

　　に関すること

５．各部との連絡調整に関すること

６．部内各班との連絡調整に関すること

７．部内各班の応援に関すること

企業立地戦略課班 １．企業の被害状況調査及び企業立地の支援に関すること

（企業立地戦略課長） ２．部内各班の応援に関すること

農業振興課班 １．農地・農業用施設、林産物・林業施設の被害調査及び

（農業振興課長） 　　応急復旧に関すること

お茶のまち推進室含む ２．危険箇所の警戒及び監視に関すること

オーガニックのまち推進室含む ３．部内各班の応援に関すること

農林基盤整備課班 １．農業・林業施設災害復旧事業に関すること

（農林基盤整備課長） ２．ＪＡ大井川等関係機関との連絡調整に関すること

３．救助用食料の調達及び斡旋に関すること

４．部内各班の応援に関すること

商業振興課班 １．商業関係機関との連絡調整に関すること

（商業振興課長） ２．商業関係機関の被害調査及び取りまとめに関すること

３．商業関係機関の復旧相談に関すること

商店街活性化推進室含む ４．部内各班との応援に関すること

【産業振興部】
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部長 班（班長） 事務分掌

都市建設部長 都市政策課班 １．災害復興計画に関すること

・旧市街地活性化推進課班 ２．関係機関及び団体との連絡調整に関すること

副部長 （都市政策課長） ３．各部との連絡調整に関すること

基盤整備局長 （旧市街地活性化推進課長） ４．部内各班との連絡調整に関すること

５．部内各班の応援に関すること

地域交通課班 １．公共交通に関すること

（地域交通課長） ２．関係機関及び団体との連絡調整に関すること

３．部内各班の応援に関すること

中心市街地活性化推進課班 １．JR藤枝駅及びその周辺における被害調査及び応急復旧に

（中心市街地活性化推進課長） 　　関すること

２．JR藤枝駅及びその周辺における帰宅困難者に関すること

３．部内各班の応援に関すること

建築住宅課班・住まい戦略課班 １．災害応急仮設住宅の建築等に関すること

（建築住宅課長） ２．被災住宅の取扱いに関すること

（住まい戦略課長） ３．被災住宅の応急修理に関すること

４．公営住宅の応急修理に関すること

５．災害時の建築廃棄物の処理及び対策に関すること

６．被災建築物及び被災宅地の危険度判定等に関すること

　　（判定士要請を含む）

７．被災者支援システムに関すること

８．部内各班の応援に関すること

花と緑の課班 １．公園施設の被害調査及び応急復旧に関すること

（花と緑の課長） ２．公園施設利用者の安全確保に関すること

３．公園施設を避難先としての利用等緊急措置に関すること

４．部内各班の応援に関すること

建設管理課班 １．都市建設部所管事項の被害調査及び応急復旧に関すること

（建設管理課長） ２．道路及び河川等の使用、制限、管理に関すること

３．部内各班の応援に関すること

道路課班 １．道路課所管事項の被害調査及び応急復旧に関すること

（道路課長） ２．緊急輸送路等の確保及び応急復旧に関すること

３．交通状況の把握に関すること

４．土木災害復旧事業に関すること

５．危険箇所の警戒及び監視に関すること

６．警戒区域の設定及び避難勧告・指示に関すること

７．関係機関及び団体との連絡調整に関すること

８．部内各班の応援に関すること

河川課班 １．河川課所管事項の被害調査及び応急復旧に関すること

（河川課長） ２．土木災害復旧事業に関すること

水害対策室含む ３．危険箇所の警戒及び監視に関すること

４．警戒区域の設定及び避難勧告・指示に関すること

５．関係機関及び団体との連絡調整に関すること

６．水防活動に関すること

７．部内各班の応援に関すること

８．部内各班との連絡調整に関すること

【都市建設部】
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部長 班（班長） 事務分掌

環境水道部長 環境政策課班 １．災害廃棄物処理対策本部の設置及び運営に関すること

（環境政策課長） ２．各部との連絡調整に関すること

３．部内各班との連絡調整に関すること

４．部内各班の応援に関すること

生活環境課班 １．災害時におけるごみ、廃棄物の処理に関すること

（生活環境課長） ２．衛生維持及び環境保全に関すること

３．防疫薬剤の調達、配布、指導に関すること

４．災害時の防疫に関すること

５．被災者支援システムに関すること

６．志太広域事務組合との連絡調整に関すること

クリーンセンター推進課班 １．環境政策課班の応援に関すること

（クリーンセンター推進課長） ２．志太広域事務組合との連絡調整に関すること

３．部内各班との連絡調整に関すること

上水道課班 １．水道本部の設置及び運営に関すること

（上水道課長） ２．住民等からの被害状況等情報収集に関すること

３．住民広報に関すること

４．報道機関等への情報提供に関すること

５．応援要請に関すること

６．広報活動に関すること

７．災害対策本部等との連絡調整に関すること

８．部内各班との連絡調整に関すること

９．給水機材の調整及び確保に関すること

10．給水運搬車両に関すること

11．給水拠点への連絡に関すること

12．不足給水機材の確認等に関すること

13．その他給水に関すること

14．水源地・送水場・配水場の設備等の確認に関すること

15．配水場の貯水量の確認・確保及び流出入バルブの閉鎖に

　　関すること

16．災害発生箇所の現場確認に関すること

17．指定工事業者及び本管施工指定業者への出動依頼に関すること

18．仮設配管の布設作業に関すること

19．備蓄資機材の搬出に関すること

20．不足資機材等の確認に関すること

21．その他復旧に関すること

下水道課班 １．下水道施設及び農業集落排水施設の被害調査に関すること

（下水道課長） ２．下水道施設等の応急措置及び復旧に関すること

３．応急仮設便所設置に関すること

４．下水道使用期限の広報活動に関すること

５．指定工事業者及び本管施工指定業者への出動依頼に関すること

６．仮設配管の布設作業に関すること

７．備蓄資機材の搬出に関すること

８．不足資機材等の確認に関すること

９．災害時におけるし尿の処理に関すること

10．環境衛生施設の応急復旧に関すること

11．中間処理施設の被害調査及び応急復旧に関すること

12．その他復旧に関すること

【環境水道部】
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部長 班（班長） 事務分掌

議会事務局長 議会事務局班 １．市議会及び議員との連絡調整に関すること

（議会事務局次長） ２．市議会災害対策本部に関すること

３．災害対策本部等との連絡調整に関すること

【議会事務局】
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部長 班（班長） 事務分掌

教育部長 教育政策課班 １．教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること

（教育政策課長） ２．市学校職員の配備体制に関すること

(学校教育監) ３．小中学校の指定避難所開設及び管理運営に関すること

４．臨時教場の設置に関すること

５．教育関係情報の取りまとめに関すること

６．教育関係物品の調達に関すること

７．児童、生徒の避難及び安全確保に関すること

８．応急教育に関すること

９．災害時の教科書及び学用品の調達に関すること

10．教職員の動員及び調整に関すること

11．学校の被害調査及び管理に関すること

12．各部との連絡調整に関すること

13．部内各班との連絡調整に関すること

学校給食課班 １．学校給食施設の被害調査及び応急復旧に関すること

（学校給食課長） ２．食料調達及び炊き出しに関すること

３．部内各班の応援に関すること

生涯学習課 １．社会教育施設利用者の避難及び安全確保に関すること

(生涯学習課長) ２．社会教育施設等の被害調査及び応急復旧に関すること

３．社会教育団体との連絡調整に関すること

４．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

５．緊急支援物資の受け渡し、積みおろし等に関すること

６．部内各班の応援に関すること

７．部内各班の連絡調整に関すること

図書課班 １．施設の被害調査及び応急復旧に関すること

（図書課長） ２．施設利用者の避難及び安全確保に関すること

３．部内各班の応援に関すること

【教育部】
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部長 班（班長） 事務分掌

事務部長 市立病院班 藤枝市立総合病院防災計画による

（病院総務課長）

【事務部】

-13-



資料１－３　　防災情報通信系統図

（有電） （有電）

（県行）

県行 有電

（有電） （有電・直通）

（市行・水無）

（有電） （アマ無）

県行 有電
防相

（有電） （有電）

（衛携・市行） （市行）

（衛携・市行） （有電）

（有電） （有電）

（衛携・市行） （市行・ＩＰ）

（衛携） （有電）

（有電） （有電）

（衛携） （市行）

（有電） （有電）

（市行・ＩＰ）

（有電）

（市行）
（市行） （衛携（孤立集落））

（有電）
（有電） （有電）

（消無・市行）

【略称：通信手段】

県行：静岡県防災行政無線 市行：市防災行政無線
有電：有線加入電話 アマ無：アマチュア無線
防相：防災相互無線 同報：同時通報無線
FAX ：県防災ファクシミリ 消無：消防無線
水無：水道事業無線 衛携：衛星携帯電話
ＩＰ：ＩＰ無線

自　衛　隊

水道事務所

市内全域

警　　　察

中部電力㈱

東海ガス㈱

医療救護本部
（市役所大会議室）

救護病院
（市立総合病院）

救護病院
（平成記念病院）

（有電・直通）

（県行）

FAX

アマチュア無線

市出先機関

地区交流センター

各部・各班
（市行車載あり）

県災害対策本部

県中部方面本部

市災害対策本部
(危機管理センター)

（通信指令課）

南分署

消防団

各部・課班

自主防災組織

FAX

同報無線

藤枝署 北分署

その他
防災関係機関

志太消防本部
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資料１－４   藤枝市災害対策本部標識図 

 

    １．本部の標示板 
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市
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害
対
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本
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161 

cm 

藤 枝 市 災 害 対 策 本 部 
 

現 地 作 業 

38cm 

10cm 

（班  長  用） 

藤 枝 市 災 害 対 策 本 部 

 

現 地 作 業 隊 

（隊  員  用） 

10cm 

38cm 

 

藤 枝 市 災 害 対 策 本 部 10cm 

38cm 

1.2cm 

1.2cm 

1.2cm 

（本 部 長 用） 

 

藤 枝 市 災 害 対 策 本 部 

（副 本 部 長 用） 

38cm 

1.2cm 

0.6cm 

1.2cm 

10cm 

 

藤 枝 市 災 害 対 策 本 部 

（部 長 用） 

1.2cm 

1.2cm 

10cm 

38cm 

 

藤 枝 市 災 害 対 策 本 部 

38cm 

0.9cm 10cm 

（班 長 用） 

 

藤 枝 市 災 害 対 策 本 部 

38cm 

10cm 

（班  員  用） 

３．標    識 

 

    （車 両 用） 

 
藤枝市災害対策本部 

色 彩 区 分 

１．腕章は地の色彩を白色、文字は黒

色、中の線は赤色とする。 

２．標旗は地の色彩を赤色、文字は黒

色とする。 
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機
管
理
監

大
規
模
災
害

対
策
課
長

副
本
部
長

副
本
部
長

本
部
長

副
本
部
長

Ⅳ
１

対
応

不
可
能

医
療
救
護
本
部

健やか推進２

総
務
部
３

企
画
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生
３
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政
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営
３
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納
１

健
康
福
祉
４

環
境
水
道
４

市
民
協
働
２

ス
ポ
文
化
１

教
育
３

産
業
振
興
２

病
院
２

都
市
建
設
７

基
盤
局
長

環
水
部
長

都
建
部
長

教
育
部
長

健
福
部
長

健
推
局
長

監
査
局
長

議
会
局
長

事
務
部
長

会
計
管
理
者

総
務
部
長

企
創
部
長
・
財
政
部
長

産
振
部
長

市
協
部
長

ス
文
部
長

広
報
・
災
害
記
録

① 受 付

ト レ イ

② 受 付 後

ト レ イ
③ 対 策 検 討

ト レ イ

Ｐ
Ｃ
入
力

④ 対 応 不 要

ト レ イ

⑤ ラ イ フ ラ イ

ン 等 情 報 ト レ

⑥ 対 応 先 未 決

定

⑦ 対 応 先 決 定

ト レ イ

消
防
１

消
防

自
衛
隊

警
察

地
域
防
災

課
長

応
援
部

隊

⑨ 対 応 先 調 整

ト レ イ

⑧ 対 応 先

各 部 長 ト レ イ

⑧ 対 応 先

各 部 長 ト レ イ

⑧ 対 応 先

各 部 長 ト レ イ

⑧ 対 応 先

各 部 長 ト レ イ

⑩ 保 留 情 報

ト レ イ

⑬ ｐ Ｃ 入 力

受 付 ト レ イ

⑭ 処 理 済 み

ト レ イ

⑮ ラ イ フ ラ イ

ン 等 情 報 ト レ

⑯ 国 ・ 県

情 報 ト レ イ

⑰ そ の 他

情 報 ト レ イ

⑱ 対 応 済

ト レ イ

モ
ニ
タ
ー

G
IS

被
害
情
報
一
覧
表

ホワイトボード

国
・
県
情
報
一
覧
表 ホワイトボード

警
察
・
自
衛
隊

情
報
一
覧
表

⑧ 対 応 先

各 班 ト レ イ⑧ 対 応 先

各 班 ト レ イ
⑧ 対 応 先

各 班 ト レ イ

⑧ 対 応 先

各 班 ト レ イ

⑧ 対 応 先

各 班 ト レ イ

⑧ 対 応 先

各 班 ト レ イ

⑧ 対 応 先

各 班 ト レ イ

対応状況一覧

藤枝市全図

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
情
報

⑪ 一 覧 地 図 記 入

受 付 ト レ イ

⑫ 一 覧 地 図 記 入

済 ト レ イ

Ｐ
Ｃ
入
力

Ⅳ
２

子
未
局
長

国 交 省
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資料１－５ 藤枝市災害対策本部配置図



資料１-６　志太消防本部組織図（令和７年度）

令和7年4月1日現在

消防長
（消防正監）

消防次長
（消防監）

救急課

藤枝消防署

情報指令課

予防課

消防総務課

警防課

消防隊
救急隊

南分署

北分署

東分署

大井川分署

焼津消防署

総務担当
人事企画担当
財務担当

予防担当
指導担当
危険物担当

警防企画担当
災害対策担当

情報指令第１・総務担当
情報指令第２・システム担当
情報指令第３・デジタル担当

指揮隊

消防隊

特殊消防救急隊

高度救助隊

救急隊

救急管理担当
医療連携担当
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資料１-７-１　志太消防本部消防職員配置状況（令和７年度）

消防吏員数263名 令和7年4月1日現在

消
防
正
監

消
防
監

司
令
長

司
　
令

司
令
補

士
　
長

消
防
士

計
総
　
計

1 1 1

1 1 1

課長 1 1

総務担当（財務、人事企画） 3 2 5

課長 1 1

予防担当 2 1 3

危険物担当 1 1 2

指導担当 2 1 3

兼救急課兼警防課 1 1

課長 1 1

警防企画担当 1 1 2

災害対策担当 1 1

課長 1 1

救急管理担当 1 1

医療連携担当 1 1

課長 1 1

情報指令担当 5 9 1 15

署長 1 1

指揮担当 6 6

消防担当・特殊消防救急担当・救助担当 10 13 3 11 37

救急担当 5 8 3 2 18

分署長 1 1

消防担当 4 5 1 3 13

救急担当 3 4 2 9

分署長 1 1

消防担当 4 5 3 1 13

救急担当 3 3 2 1 9

署長 1 1

指揮担当 6 6

消防担当・特殊消防救急担当・救助担当 10 9 6 12 37

救急担当 5 8 3 2 18

分署長 1 1

消防担当 4 3 6 13

救急担当 4 5 3 1 13

分署長 1 1

消防担当 4 4 3 2 13

救急担当 3 5 1 9

2 2 2

1 4 8 89 87 30 44 263 263

資料：消防総務課

62

27

23

派　遣

計

焼津消防署

東分署

大井川分署

焼
津
市
管
内

6

10

4

16

62

23

北分署

情報指令課

警防課

予防課

23

3

消防総務課

藤
枝
市
管
内

消
　
防
　
本
　
部

区分

消防長

次　長

藤枝消防署

南分署

救急課
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資料１-７-２　藤枝市消防団員配置状況（令和７年度）

　　　　階級

所属

団
　
長

副
団
長

分
団
長

副
分
団
長

班
　
長

団
　
員

計

本部 1 3 8 12

女性消防隊 1 1 1 10 13

音楽隊 1 1 1 13 16

第1分団 1 2 3 57 63

第2分団 1 1 1 16 19

第3分団 1 1 1 28 31

第4分団 1 2 3 56 62

第5分団 1 2 5 58 66

第6分団 1 1 2 25 29

第7分団 1 2 3 19 25

第8分団 1 1 2 5 9

第9分団 1 1 1 16 19

第10分団 1 1 2 21 25

第11分団 1 2 4 63 70

第12分団 1 1 1 30 33

第13分団 1 1 2 17 21

機能別消防隊 24 24

合　計 1 3 23 20 32 458 537

令和7年4月1日現在
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気象関係通報 自衛隊の要請

水防警報等の通報 警察官の出動要請

災害等情報の通報

旧市街地活性化推進課長

市営住宅班
班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。市営住宅の調査・被害対応、他班の補助に関すること。

都市公園班
班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。都市公園の調査・被害対応、他班の補助に関すること。

農林土木班
班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
農業用水門の管理、農林施設の状況把握、土地改良区との調整、他班の補助に関すること。

地域防災課長

班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
島田土木事務所、静岡国道事務所、中日本高速道路との連絡調整に関すること。

広報班

中心市街地活性化推進課長 地域交通課長 住まい戦略課長 農林基盤整備課長

建設管理課長

藤枝市消防団長

水防本部付
企画創生部長 大規模災害対策課長 協働政策課長

水防副本部長

危機管理監

副市長

都市建設部付政策監都市建設部長

班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
情報受信班、情報発信班、現地調査班、緊急対策班の総括に関すること。
班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を遂行する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
市民通報の受信及び、現地調査班連絡受信に関すること。

交番・駐在所

志太消防本部

藤枝警察署

報道機関

中部地域局

㈶河川情報センター

班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を遂行する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
気象情報、避難情報の伝達及び情報受信班の補助に関すること。
班長は、水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員
は、班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
河川・道路・砂防等土木施設の危険箇所警戒監視及び被害状況の調査、交通情報の把握、応急復旧等の実施、浸水常
襲箇所等の（指定箇所）を中心とした巡視、現地対応（現地統括班と連絡）に関すること。
班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は班
長の指示に従い以下の職務を遂行する。
現地調査班対応箇所以外の巡視、現地対応、浸水状況記録、他班の補助に関すること。
班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
水防対策資材準備調達等に関すること。

情報受信班

情報発信班

現地調査班

緊急対策班

資材班

大規模災害対策課班

地域防災課班

調整班

国県管理連絡班

班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
報道機関対応、同報無線等による情報発信に関すること。

班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
県への報告（システム）、職員配備体制調整、災害対策本部移行調整、避難所開設に関すること。

班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
自主防災会、消防団、地区防災拠点との調整に関すること。

班長は水防長の命を受け副水防長の指揮に従い、水防活動に必要な機能を動員してその職務を処理する。各班員は、
班長の指示に従い以下の職務を遂行する。
水防本部の統括、水位・雨量・土砂災害警戒などのシステム監視、防災気象情報の入手、状況記録、災害対策本部移
行調整に関すること。

事　　　　務　　　　分　　　　掌

水防長

産業振興部長

水防副本部長
（副市長）

資料１－８　　　藤枝市水防本部組織体制(令和６年度)

１．水防本部組織図

水防本部長
（水防管理者）
（藤枝市長）

総括責任者
（地域防災課長）：大規模災害対策課班、地域防災課
班
（河川課長）：調整班、情報収集班
（住まい戦略課長）：情報班
（道路課長）：現場統括班、現地調査班
（建設管理課長）：資材班、国県管理連絡班
（地域交通課長）：地域交通班
（建築住宅課長）：市営住宅班
（花と緑の課長）：都市公園班
（中心市街地活性化推進課長）：緊急対策班Ａ
（旧市街地活性化推進課長）：緊急対策班Ｂ
（農林基盤整備課）：農林土木班

消防団（分団長）

地区防災拠点
自主防災会

調整班

２．水防本部編成表

水防本部長 市  長

大規模災害対策課班
地域防災課班

広報班

志太消防本部

水防本部付
（都市建設部長）

(都市建設部付政策監)
(志太消防本部消防総務課

長)
（産業振興部長）
（企画創生部長）
(市民協働部長)

(大規模災害対策課長)
(協働政策課長)

（報道監）

国土交通省
静岡河川事務所

静岡県水防区
島田土木事務所

現地調査班

危機管理監

副水防長

都市公園班 資材班

農林土木班 情報受信班

情報発信班

３．水防通信連絡系統図

危機管理監兼危機管理センター長

都市建設部基盤整備局長

現場統括班

都市政策課長 河川課長兼水害対策室長

総括責任者

道路課長 花と緑の課長

班　　　　名

藤枝市水防本部
（水防管理団体）

（都市建設部河川課）
(水害対策室）

各消防団 自衛隊

凡例

建築住宅課長

住民

県警察本部災害対策課
（災害警備本部室）

静岡地方気象台

静岡県水防本部

県危機管理部
危機対策課

志太消防本部消防総務課長

緊急対策班

地域交通班

市営住宅班 国県管理連絡班

第1～13分団

水防長
（基盤整備局長）

副水防長
（都市政策課長）

（河川課長兼水害対策室長）
(藤枝市消防団長)

現場統括班
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資料１－９　　　藤枝市水道（地震）災害対策本部組織図

　

副 副 副

班 班 班

給 長 長 送 長

水 水

係 係

長 長

山
間
地
水
道
整
備
係
長

本　部　長

環境水道部長

副　本　部　長
(上水道課班班長兼務）

上水道課長

本 部 運 営 班 給　水　班

上水道課班

水
道
資
材
納
入
業
者

　
労
務
管
理
担
当

　
広
報
担
当

　
応
援
事
業
体
担
当

　
給
水
車
担
当

　
給
水
基
地
担
当

　
仮
設
給
水
担
当

　
応
援
事
業
体
担
当

　
管
路
復
旧
担
当

　
施
設
復
旧
担
当

復　旧　班

班長　　管理係長 班長　工務係長 班長　　維持係長

指
定
給
水
装
置
工
事
業
者

水
道
本
管
工
事
業
者
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資料１－１０　救護施設間の連携図

参考：医療救護本部組織図

医療救護本部　要員　

健康企画課長・感染症対策課長

健康推進課地域保健係長・健康推進課員

本部長

健康推進課長

副本部長

志太医師会会長

藤枝歯科医師会会長

藤枝薬剤師会会長

志太医師会館 生涯学習センター

主要救護所 主要救護所

岡部支所分館 Ｂｉｖｉ藤枝

主要救護所主要救護所

※各主要救護所、班長・副班長は医師

※藤枝歯科医師会、藤枝薬剤師会より担当者が参集

※健やか推進局職員は最寄りの主要救護所へ参集する。

※主要救護所の開設基準は震度６弱以上とする。（令和６年改訂）

　（市職員は５弱で自動参集・医師等は震度６弱以上で自主参集）

静岡県災害対策本部
中部方面本部健康福祉班
（中部健康福祉センター）

市災害対策本部

主要救護所（4箇所）
志太医師会館

Ｂｉｖｉ藤枝

生涯学習センター

岡部支所分館

臨時救護所（10箇所）
各地区交流センター

市医療救護本部
市役所西館5階 大会議室

（健康推進課、健康企画課、感染症
対策課、医師会、歯科医師会、薬剤

師会）

重 症 患 者

中等症患者

軽 症 患 者

救護病院
（藤枝市立総合病院）

平成記念病院

災害拠点病院
藤枝市立総合病院

要請 応諾

要請

応諾

要請

応諾

要請

応諾

要請

応諾

要請 応諾

搬送

搬送

搬送

搬送

搬送

搬

送
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◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

１．ボランティアセンター体制図

ニーズの受付

ボランティア活動者の受付

自主防災組織

災害対策本部との連絡調整、全体把握、情報収集

市職員（介護福祉課、監査委員事務局他）

市社会福祉協議会職員

指定避難所

２．藤枝市災害ボランティアセンター組織図

主な役割

 資料１－１１　　藤枝市災害ボランティアセンター体制

藤枝市災害ボランティアセンター

本部構成員

（連携）

支援

静岡県災害対策本部

要請

（藤枝市文化センター１階・福祉センターきすみれ）

応援要請

マッチング

中部地域局

地区交流センター

藤枝市災害対策本部地区支部

応援要請

市民等

　支援

藤枝市福祉活動支援本部（藤枝市社会福祉協議会）

藤枝市災害ボランティアセンター

ボランティア活動者の送り出し

ボランティア活動者用資機材の管理

ボランティア活動の報告

支援

支援

（連携）

支援・連携

災害ボランティア・コーディネーター藤枝（VCF）

(連携）

静岡県災害ボランティア本部・情報センター
市町支援チーム

応援要請

応援要請

支援

（連携）

静岡県災害対策本部
中部方面本部

藤枝市災害対策本部
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区　　分 連　絡　先 備　　考

                部分焼
消防本部・各署長・消防団長・副団長
一般住宅は福祉政策課長

メール発信　小火程度なら広報課
には翌日報告とする

 建物火災       半焼
消防本部・各署長・消防団長・副団長
一般住宅は福祉政策課長

メール発信　程度により、広報課
には翌日報告とする

                全焼
消防本部・各署長・消防団長・副団長
秘書課長→市長・副市長
一般住宅は福祉政策課長

メール発信(署員招集)　内容によ
り各部長協議（動員配備体制）

林野火災
消防本部・各署長・消防団長・副団長
農林基盤整備課係長
市役所守衛室

メール発信(署員招集)

土砂災害
河川課（水害対策室）・大規模災害対策課
消防本部・各署長・消防団長・副団長

当番制の班に連絡
メール発信(署員招集)

大雨洪水注意報 河川課（水害対策室） 当番制の班に連絡

大雨洪水警報
河川課（水害対策室）
大規模災害対策課
消防本部・各署長

当番制の班に連絡
メール発信(署員招集)

低温注意報 建設管理課長（路面凍結等） 同報無線により広報

生物兵器・テロ関係

消防本部・各署長・消防団長・副団長
秘書課長→市長・副市長
大規模災害対策課長
一般住宅は福祉政策課長

メール発信(署員招集)
内容により各部長協議

南海トラフ地震に関連する
情報（臨時）

危機管理監
消防本部・各署長・消防団長・副団長

メール発信

突発地震の震度関連情報
危機管理監
消防本部・各署長・消防団長・副団長

メール発信
藤枝市の震度情報（震度３以上）

交通事故、列車事故、航空
機の墜落事故、爆発、工作
物の損害等

消防本部・各署長・消防団長・副団長
秘書課長→市長・副市長
協働政策課長
大規模災害対策課長

資料１－１２　　　勤務時間外による消防本部からの情報伝達系統図

メール発信(署員招集)
内容により各部長協議

静岡地方気象台 県 庁

消 防 本 部

警 察
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防災関係機
関又は市民

災害対策本部

指令 本部員
(部長)

危機管理監

危機管理監
報告 指令

報告 指令

資料１－１３　　勤務時間内職員動員伝達系統図（風水害）

事
前
配
備

水
防
本
部

市　　長 市　　長

基盤整備局長 基盤整備局長

河川課長 河川課長

防災関係機
関又は市民

通知等
水防警報当番

指令
水防第１配備

市　　長

報告 指令 報告 指令 報告 指令

指令

基盤整備局長

報告 指令 報告 指令 報告 指令

河川課長

報告 指令 報告 指令 報告

危機管理監
指令 大規模災害

対策課長

指令
水防第２配備

事
前
対
策

市　長

報告 指令

水防本部
危機管理

センター職員
指令大規模災害

対策課長

電話・メール
避難所担当者

初動体制要員

指名された班長
(課長)等

指令
待機職員 防災拠点責任者

庁内放送･

指令
防災拠点責任者

電話

危機管理
センター職員

指令 指令
本部員（部長）

庁内放送
電話・メール

指令
本部要員

庁内放送・電話・メール

指令

指令
避難所担当者

庁内放送・電話・メール

初動体制要員
庁内放送・電話・メール

指名された班長(課長)等
庁内放送・電話・メール

各課職員

指令

指令
班長(課長)

指令

第
２
･
３
次
配
備

災害対策本部設置

通知等

市　長

危機管理センター職員

報告 指令

報告 指令

大規模災害対策課長

第
１
次
配
備

災害対策本部設置

市　長

報告 指令

水防本部
報告
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資料１－１４　　勤務時間外職員動員伝達系統図（風水害）

事
前
配
備

水
防
本
部

市　　長 市　　長 市　　長

報告 指令 報告 指令 報告 指令

基盤整備局長 基盤整備局長 基盤整備局長

報告 指令 報告 指令 報告 指令
防災関係機
関又は市民 河川課長 河川課長 河川課長

通知等 報告 指令 報告 指令 報告 指令

消防本部
市役所

報告
水防警報当番

指令
水防第１配備

指令
水防第２配備

大規模災害対策課長
指令

危機管理センター職員
指令

待機職員 防災拠点責任者
電話・メール

電話 電話

避難所担当者

初動体制要員

指名された班長
(課長)等

第
１
次
配
備

災害対策本部設置

市　長

報告 指令

水防本部

事
前
対
策

市　長

報告 指令

水防本部
報告

危機管理監
指令

指令
本部員（部長）

電話・メール

指令
防災拠点責任者

電話・メール

報告
危機管理監

指令
大規模災害対策課長

指令
危機管理センター職員

指令
本部要員

電話・メール

指令
指名された班長(課長)等

電話・メール

指令
避難所担当者

電話・メール

指令
初動体制要員

　電話・メール

指令
各課職員

電話・メール 電話・メール

第
２
･
３
次
配
備

災害対策本部設置

市　長 災害対策本部

報告 指令

防災関係機
関又は市民

通知等
危機管理監

指令

報告 指令

大規模災害対策課長

報告 指令

危機管理センター職員

本部員
(部長)

指令
班長(課長)
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資料１－１５　　勤務時間内職員動員伝達系統図（一般災害等）

指令
防災関係機
関又は市民 大規模災害対策課長

通知等

メール
初動体制要員

報告 指令

消防本部
市役所

報告
危機管理センター職員 待機職員 防災拠点責任者

一斉指令
庁内放送

避難所担当者
電話及び

指名された班長
等

第
１
次
配
備

災害対策本部設置

市　　長

報告 指令
防災関係機
関又は市民 危機管理監

通知等 報告

事
前
配
備

市　　長

報告 指令

危機管理監

報告

指令

消防本部
市役所

報告
大規模災害対策課長

指令 一斉指令
本部員（部長）

電話 庁内放送・電話・メール

指令 防災拠点責任者
電話

危機管理センター職員

一斉指令
避難所担当者

庁内放送・電話・メール

一斉指令
初動体制要員

庁内放送・電話・メール

一斉指令
本部要員

庁内放送・電話・メール

一斉指令
指名された班長(課長)等

庁内放送・電話・メール

第
２
･
３
次
配
備

災害対策本部設置

防災関係機
関又は市民

災害対策本部

市　　長

通知等 報告 指令

消防本部
市役所

報告

大規模災害対策課長

報告 指令

危機管理センター職員

各課職員
庁内放送・電話 庁内放送・電話・メール 庁内放送・電話・メール

報告 指令

危機管理監
一斉指令 本部員

(部長)

一斉指令 班長
(課長)

一斉指令
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資料１－１６　　勤務時間外職員動員伝達系統図（一般災害等）

事
前
配
備

市　　長

報告 指令

危機管理監

報告 指令
防災関係機
関又は市民 大規模災害対策課長

通知等 報告 指令

消防本部
市役所

報告
危機管理センター職員

指令
待機職員 防災拠点責任者

電話・メール

避難所担当者

初動体制要員

指名された班長等

第
１
次
配
備

災害対策本部設置

市　　長

報告 指令
防災関係機
関又は市民 危機管理監

通知等 報告 指令

消防本部
市役所

報告
大規模災害対策課長

報告
危機管理センター職員

指令
本部員（部長）

指令 電話・メール

　　　指令 防災拠点責任者
　　　電話・メール

　　　指令
避難所担当者

　　　電話・メール

　　　指令
初動体制要員

　　　電話・メール

　　　指令
本部要員

　　　電話・メール

　　　指令
指名された班長(課長)等

　　　電話・メール

第
２
･
３
次
配
備

災害対策本部設置

市　長 災害対策本部

報告 指令

防災関係機
関又は市民

通知等
危機管理監

指令 本部員
(部長)

指令
各課職員

電話・メール 電話・メール

報告 指令

班長(課長)

大規模災害対策課長

報告 指令

危機管理センター職員

指令

-28-



わが身及び家族の安全確保

（余震、災害等に注意）

わが身及び外来者等の安全確保

（出先機関の施設

災害対策本部設置

資料１－１７　　大規模地震発生時等における職員基本行動表（全職員出動の場合）

管理者は各施設

にて対応）

各部課班

（職員同志の協力）

災
対
本
部
の
指
示
に
よ
る

（声の掛け合い）

（外来者等の避難誘導）

市役所本庁

各地区交流センタ－・岡部支所

南海トラフ地震臨時情報※
状況により警戒本部を設置

の場合

震度５弱以上の地震発生

（全職員出動）

《勤務時間外の場合》 《勤務時間内の場合》

災害対策本部設置

各班の業務（別紙事務分掌）に移行

災害応急対策活動

（責任書の指示により）

情報収集、被害状況調査

救助・救出活動、消火活動

避難所対策、物資供給

（災害対策本部の指示による）

給水活動、医療活動等

情報収集、被害状況調査

救助・救出活動、消火活動

避難所対策、物資供給

給水活動、医療活動等

地区交流センター・岡部支所

（各地区防災拠点 ）

指定避難所

（担当職員）

（責任者の指示により）
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各課職員

庁内放送

班長（課長）

一斉

一斉 指令

危機管理センター職員

一斉 指令

指令

本部員（部長）

一斉 指令

庁内放送

電話・メール

電話・メール

庁内放送

報告 指令

県危機管理部
通知

大規模災害対策課長

電話・メール

資料１－１８　　勤務時間内職員動員伝達系統図（南海トラフ地震臨時情報）

通知

気象庁 市　　　長

報告 指令

危機管理監
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通知
危機管理監

指令
大規模災害対策課長

指令

資料１－１９　　勤務時間外職員動員伝達系統図（南海トラフ地震臨時情報）

気象庁 市長

報告 指令

報告 指令

県危機管理部
通知

消防本部

各課職員
電話

危機管理センター職員
電話 電話

指令
本部員(部長)

電話

指令 電話

班長(課長)
指令
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資料１－２０　　勤務時間内職員動員伝達系統図（突発型地震）

震
度
３

危機管理センター職員

震
度
４

市　長

報告 指令

危機管理監
報告

大規模災害対策課長

※参集は、本部員、初動体制要員、防災拠点責
任者
　本部員、危機担当監とは情報共有を図る

指令
防災拠点責任者

電話・メール又は無線

報告
危機管理センター職員

一斉指令
本部要員

指令 指令 庁内放送
電話・メール

一斉指令
初動体制要員

庁内放送
電話・メール

震
度
５
弱
以
上

災害対策本部設置

市　長

報告 指令

危機管理監
報告

大規模災害対策課長
指令

指令 電話

各課職員

報告
危機管理センター職員

指令
本部員(部長)

指令
班長(課長)

指令 電話・メール 電話
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※本部員、危機担当監とは情報共有を図る。

資料１－２１　　勤務時間外職員動員伝達系統図（突発型地震）

職員初動配備システムによる参集指令のメール配信あり。

（メール配信がなくとも参集基準に該当したことが確認できた場合は参集する）

震
度
３

市　長

電話報告 指令

危機管理監

電話報告 指令

消防本部
報告

大規模災害対策課長
電話報告 危機管理センター

当番職員電話 電話指令

本部要員
電話指令 電話指令 電話・メール

震
度
４

市　長

電話報告 指令

消防本部
報告

危機管理監
電話

電話報告
大規模災害対策課長

電話報告
危機管理センター職員

指令

指令
初動体制要員

電話・メール

指令
防災拠点責任者

電話・メール

報告 指令

震
度
５
弱
以
上

災害対策本部設置

市　長

報告 指令

危機管理監
電話報告

大規模災害対策課長

消防本部
指令
電話 電話 電話

電話報告
危機管理センター職員

電話指令 電話指令

本部員
(部長)

指令
班長(課長)

指令
各課職員
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職
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配
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そ
の
他
職
員

 指
名
さ
れ

た
班
長

 
各
班
長

 
各
部
課
班

 

職
員

 

大
雨
、
洪
水
注
意
報
発
表

 
水
防
計
画

 

に
よ
る

 

水
防
計
画

 

に
よ
る

 

配
備
計
画

に
よ
る

 

配
備
計
画

に
よ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

各
部
課
班

 

計
画
に
よ

る
 

大
雨
、
洪
水
、
暴
風
警
報
発
表

 
水
防
計
画

 

に
よ
る

 

水
防
計
画

 

に
よ
る

 

配
備
計
画

に
よ
る

 

配
備
計
画

に
よ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

気
象
情
報
に
注
意
し
警
戒
す
る
必
要
が

あ
る
場
合

 

水
防

 

第
一
次

 

配
備

 

○
 

事
前
配
備

 

○
 

○
 

 

水
防
計
画

 

--
--

--
--

--
- 

△
 

△
 

水
防
計
画

 

--
--

--
--

--
- 

△
 

水
防
計
画

 

--
--

--
--

--
- 

△
 

△
 

△
 

△
 

 
△

 

水
防
計
画

 

--
--

--
--

--
- 

△
 

 
自
主
避
難
者
を
受
入
れ
る
場
合

 
○

 
○

 
○

 
 

水
防
計
画

 

--
--

--
--

--
- 

△
 

○
 

水
防
計
画

 

--
--

--
--

--
- 

△
 

水
防
計
画

 

--
--

--
--

--
- 

△
 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

 
●

 

水
防
計
画

 

--
--

--
--

--
- 

△
 

 
初
期
段
階
の
避
難
情
報
を
発
令
す

る
場
合
（
高
齢
者
避
難
指
示
）

 
○

 

災
害
本
部

 

第
一
配
備

 

○
 

○
 

○
 

●
 

○
 

●
 

●
 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

△
 

●
 

△
 

災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

 

（
避
難
指
示
）

 
○

 
○

 
○

 
○

 
●

 
○

 
●

 
●

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

△
 

●
 

△
 

災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
極
め
て
高

く
あ
る
場
合

 

水
防

 

第
二
次

 

配
備

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

△
 

○
 

△
 

災
害
が
現
に
発
生
し
つ
つ
あ
る
場
合
、

又
は
局
所
的
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合

 
○

 
災
害
本
部

第
二
配
備

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

●
 

該
当
地
区

の
み

 

○
 

●
 

市
全
域
に
災
害
が
発
生
又
は
被
害
が

甚
大
と
予
想
さ
れ
る
場
合

 
○

 
災
害
本
部

 

第
三
配
備

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

（
参
考
）
水
防
本
部
付
の
職
員
は
、
水
防
計
画
に
記
載
さ
れ
た
職
員
（
水
防
計
画
）

 

 指
名
さ
れ
た
班
長

 

 
・
災
害
対
策
本
部
事
前
配
備
（
水
防
本
部
第
二
配
備
体
制
）：

資
産
管
理
課
長
、
協
働
政
策
課
長
、
福
祉
政
策
課
長
、
健
康
推
進
課
長
、
教
育
政
策
課
長
、
学
校
教
育
監

 

 
・
災
害
対
策
本
部
第
一
配
備
：
資
産
管
理
課
長
、
協
働
政
策
課
長
、
福
祉
政
策
課
長
、
健
康
推
進
課
長
、
教
育
政
策
課
長
、
学
校
教
育
監
、
人
事
課
長
、
課
税
課
長

 

 
・
災
害
対
策
本
部
第
二
配
備
：
災
害
対
策
本
部
第
一
配
備
で
指
名
さ
れ
た
班
長
及
び
状
況
に
応
じ
て
班
長
が
指
名
す
る
職
員

 

防
災
拠
点
責
任
者
、
防
災
拠
点
参
集
職
員
、
避
難
所
担
当
職
員
及
び
救
護
所
担
当
職
員
に
お
け
る
「
該
当
地
区
の
み
」
以
外
の
職
員
は
、「

そ
の
他
職
員
」
の
欄
を
参
照

 

 
 

○
参
集

 

●
災
害
対
策
本
部
か
ら
指
示
を
受
け
た
者
は
参
集
（
そ
の
他
は
、
時
間
内
は
自
席
待
機
、
時
間
外
は
自
宅
待
機
）

 

△
待
機
（
時
間
内
は
自
席
待
機
、
時
間
外
は
自
宅
待
機
、
状
況
に
応
じ
て
参
集
も
あ
る
）
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職
員
配
備
体
制
【
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
】

 

 

配
備
基
準

 

危
機
管
理

 

セ
ン
タ
ー
・

 

総
務
課

 

危
機

 

管
理
監

 

正
副

 

本
部
長

 
本
部
員

 
危
機

 

担
当
監

 
本
部
要
員

 
初
動
体
制

 

要
員

 

防
災
拠
点

 

責
任
者

 

避
難
所

 

担
当
職
員

 
全
職
員

 
摘
要

 
注
２

 

部
課
職
員

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情

報
（
調
査
中
）
が
発
表
さ

れ
た
場
合

 

本
庁
へ
参
集

 

（
大
規
模
災

害
対
策
課
・

地
域
防
災
課

の
み
）

 

本
庁
へ
参
集

 
待
機

 
待
機

 
待
機

 
待
機

 
本
庁
へ
参
集

 
待
機

 
待
機

 
待
機

 

メ
ー
ル
に
よ

る
自
宅
待
機

指
示

 

各
部
・
各
藩

の
防
災
計
画

に
よ
り
参
集

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情

報
（
巨
大
地
震
注
意
）
が

発
表
さ
れ
た
場
合

 

本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 
待
機

 
待
機

 
本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 
待
機

 
待
機

 
待
機

 

連
絡
が
無
く

て
も
自
主
参

集
 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情

報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が

発
表
さ
れ
た
場
合

 

本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 
待
機

 
待
機

 
本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 拠
点
へ
参
集

 
待
機

 
待
機

 

状
況
に
よ
り
警
戒
本
部
を

設
置
し
た
場
合

 
警
戒
本
部
開
設

 
警
戒
支
部
開
設

 
参
集

 

 注
１
．
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
を
報
道
等
で
確
認
す
る
こ
と
。
な
お
注
２
（
部
課
職
員
）
を
除
く
全
て
の
職
員
は
、
速
や
か
に
参
集
で
き
る
よ
う
待
機
と
す
る
。

 

注
２
．
秘
書
課
、
広
報
課
、
資
産
管
理
課
、
健
康
企
画
課
、
健
康
推
進
課
、
感
染
症
対
策
課
、
都
市
政
策
課
、
地
域
交
通
課
、
中
心
市
街
地
活
性
化
推
進
課
、
建
築
住
宅
課
、
住
ま
い
戦

略
課
、
花
と
緑
の
課
、
建
設
管
理
課
、
道
路
課
、
河
川
課
、
上
水
道
課
、
下
水
道
課
、
教
育
政
策
課
、
各
地
区
交
流
セ
ン
タ
ー
、
市
立
総
合
病
院
の
職
員
は
各
部
署
の
防
災
計
画

に
よ
り
活
動
す
る
。
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職
員
配
備
体
制
【
突
発
型
地
震
時
間
外
】

 

 

配
備
基
準

 

危
機
管
理

 

セ
ン
タ
ー
・

 

総
務
課

 

危
機

 

管
理
監

 

正
副

 

本
部
長

 
本
部
員

 
危
機

 

担
当
監

 
本
部
要
員

 
初
動
体
制

 

要
員

 

防
災
拠
点

 

責
任
者

 

避
難
所

 

担
当
職
員

 
全
職
員

 
注
２

 

部
課
職
員

 

震
度
３

 

本
庁
へ
参
集

 

（
当
番
職
員

の
み
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※ 震 度 ４ で 所 管 施 設 等 の 状 況 を 管 理 で き る 体 制 と す る 。 

震
度
４

 
本
庁
へ
参
集

 
 

 
 

 
本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 防
災
拠
点
へ

参
集

 
 

 

 
本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 本
庁
へ
参
集

 防
災
拠
点
へ

参
集

 

防
災
拠
点
へ

参
集

 

防
災
拠
点
へ

参
集

 

 

震
度
５
弱
以
上

 

災
害
対
策
本
部
設
置

 
災
害
対
策
支

部
開
設

 

指
定
避
難
所

開
設

 

消
火
、
救
出

救
助
、
情
報

等
 

注
１
．
職
員
初
動
配
備
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
参
集
指
令
の
メ
ー
ル
配
信
あ
り
。（

メ
ー
ル
の
配
信
が
な
く
と
も
参
集
基
準
に
該
当
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
場
合
は
参
集
す
る
。）

 

注
２
．
秘
書
課
、
広
報
課
、
資
産
管
理
課
、
健
康
企
画
課
、
健
康
推
進
課
、
感
染
症
対
策
課
、
都
市
政
策
課
、
地
域
交
通
課
、
中
心
市
街
地
活
性
化
推
進
課
、
建
築
住
宅
課
、
住
ま
い
戦
略
課
、

花
と
緑
の
課
、
建
設
管
理
課
、
道
路
課
、
河
川
課
、
上
水
道
課
、
下
水
道
課
、
教
育
政
策
課
各
地
区
交
流
セ
ン
タ
ー
、
市
立
総
合
病
院
の
職
員
は
各
部
署
の
防
災
計
画
に
よ
り
活
動
す

る
。
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